
聴覚障害者、特に「中途失聴・難聴者」は、精神的挫折

感などから家庭や社会において孤立している方が少な

くありません。 

本講座は、そのような「中途失聴・難聴者」の自立と社

会参加を促進することを目的として開かれます。 

伝わりやすい文章にする方法を、手書きコースとパソコ

ンコースに分かれて学びます。

聴覚に障害のある方にとって、要約筆記は生活する上で

必要不可欠なものです。必要な情報を届けるための技術

を学んでみませんか？

 

 

 

  ＊なお、受講の前に講座説明会があります。その他詳細は裏面記載の 

京都市中途失聴・難聴者協会までお問い合わせ下さい。 

～受講申し込み方法は裏面参照～ 

受講者 
募集中！ 

講演や会議などの内容をその場で

文字にして伝える技術です。手書

きやパソコンで作り上げた文章を

スクリーンなどに映すことで、対

象者に話の内容を伝えます。

要約筆記 

（文字通訳）って？ 

・講座名称：京都市委託事業「要約筆記（文字通訳）者養成講座」
・主催  ：京都市 
・主管  ：特定非営利活動法人 京都市中途失聴・難聴者協会 

・講座期間：２０２６年 5 月１０日（日）開講 以後 11 月まで

・会場

全 24回（前期 12回、後期 12 回） 
原則として土曜日の午後 1 時～4 時 30 分
：京都市聴覚言語障害センターほか（裏面参照） 

・受講資格：住所または通勤・通学先が京都市内の方で、年齢 18 歳以上
・受講料 ：無料（ただし、テキスト代が必要です）
・定員  ：30 名 

・申込期間：3 月15 日（日）～4 月 30 日(木)
（火）

＊なお、開講の前に講座説明会があります（4 月 25 日）。その他詳細は裏面

記載の京都市中途失聴・難聴者協会までお問い合わせ下さい。 

橋本 英憲
取り消し線



◎申込み方法

申込締め切り日の４月３０日(木)までに、右のQRコードから申し込む。もし

くは、ハガキか FAX、メールで、(1)住所(2)氏名•ふりがな (３)年齢(４)電

話か FAX 番号、もしくはメールアドレス(５)京都市外在住の方は勤務先ある

いは通学先を明記の上、下記の京都市中途失聴•難聴者協会あてにハガキも

しくは FAX かメールにて申し込んでください。 

〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町２ 京都市聴覚言語障害センター気付

京都市中途失聴•難聴者協会 FAX : 075-841-7771 

Mail：kyounanchou@gmail.com 

◎会場の京都市聴覚言語障害センター•京都アスニーへの連絡•申し込みはご遠慮ください。

〒604-8437 京都市中京区

西ノ京東中合町２ 

地下鉄「西大路御池」下車

徒歩１０分 

② 
〒604-8401 京都市中京区聚楽廻

松下町 9-2 

市バス「丸太町七本松」下車 

③京都市みぶ身体障害者福祉会館

◎申込締め切り日：４月３０日(木)必着

◎講座説明会及び講座会場

① 京都市聴覚言語障害センタ ー

〒604-8804 京都市中京区壬生
坊城町４８－6
嵐電「大宮」駅下車徒歩10分

京都アスニー 

mailto:kyounanchou@gmail.com
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